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１ 補助金活用の流れ 

（１） 補助金交付決定 

審査会の審査結果をもとに、４月１日付けにて補助金の交付決定を行います。４月中旬頃に「補

助金等交付指令書」を送付しますので、紛失しないよう保管してください。なお、交付決定日より

も前に発生した費用については、補助対象経費として認められないため、ご注意ください。 

 

（２） 計画の変更等 

①交付申請書および発表資料に記載された事業内容から変更がある場合は、速やかにくらし人権

課まで申し出てください。必要に応じて、「事業内容一部変更届出書」を提出していただきます。

なお、変更の承認を得ずに行われた事業については、補助金交付の対象外となりますので、ご注

意ください。 

②やむを得ない事情等により、補助事業を中止せざるを得ない場合には、速やかにくらし人権課ま

で申し出ていただき、「補助事業廃止承認書」を提出してください。 

 

（３） 事業実施 

①審査委員への周知 

審査委員にイベント等の情報提供を行うため、開催日の２週間前までに、チラシ等をくらし人

権課に提供いただくようお願いします。 

②後援の承認申請 

  イベント等の実施にあたり、多治見市の「後援」を受けたい場合は、事業実施またはチラシ作

成の 14日前までに「共催等承認申請書」をくらし人権課に提出してください。 

③情報提供シート 

  報道機関等を通じ、イベント等を周知したい場合は、情報提供シートを 17部作成し、くらし

人権課に提出をしてください。 

 

（４） 報告書・領収書等・報告会発表資料の提出 

①事業が完了したら、速やかに報告書・領収書等・報告会発表資料を提出してください。 

②支出についての実績報告は、わかりやすく､誰が見ても補助金をどのように使ったのかわかるよ

う記載してください。 

③報告書は、写真等を含めて 10ページ以内で作成してください。なお、領収書等は、ページ数に

含めません。 

④発表資料は、パワーポイントまたは PDF で作成し、タイトルを含めて６枚としてください。な

お、スライドには、「具体的な事業内容」と「事業の効果」の２点を必ず含めてください。 

⑤毎年、報告会を２月 23日（祝日）または２月第４土・日曜日のいずれかの日に行うこととして

います。くらし人権課の指定する期日までに必ず事業を完了し、報告書・領収書等・報告会発表

資料を提出してください。原則として、期日までに上記書類が提出されない場合には、補助金を

不交付としますので、ご注意ください。また、期日までに領収書等が提出されない支出内容につ

いては、補助対象外経費とします。 
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（５） 報告会（２月 23日（祝日）または２月第４土・日曜日のいずれかの日） 

①報告会では、実施事業について、５分間の発表と５分程度の質疑応答を行います。 

②報告会終了後には、交流会を実施しますので、ぜひご参加ください。 

③報告会及び報告書により、計画通りに事業が行われていないと審査委員が判断した場合には、

補助金は交付されません。また、補助対象経費として相応しくない、と判断した支出項目につ

いては、補助対象外経費とします。 

 

（６） 補助金額の確定 

報告会での審査の結果、「適正」と認められた場合、「補助金額確定通知書」を送付しますので、

紛失しないよう保管してください。 

 

（７） 補助金の請求・補助金の交付 

「補助金等交付請求書」および「振込口座確認書」を提出し、補助金の請求を行ってください。

補助金額の確定後、指定の口座に補助金を交付します。なお、「補助金等交付請求書」および「振

込口座確認書」は、報告会にて事前に提出していただく場合があります。 

 

（８） 経過報告（ハード事業のみ） 

ハード事業については、事業実施後３年間、報告会にて経過報告を行っていただくこととして

いますので、ご予定ください。報告会発表資料は、くらし人権課の指定する期日までにご提出を

お願いします。 
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２ 補助対象となる支出項目 

（１） 補助対象経費 

下記項目に分類できない支出については、支出する前に、必ずくらし人権課へお問い合わせくだ

さい。 

科目 概要 条件等 

消耗品費 

事業活動における紙・筆記用具など

の事務用品をはじめとする基本使い

切りとなる物品。 

1点の価格が 1万円未満。 

 

※新型コロナウイルス感染防止のために衛生 

面を徹底する物品（マスク、消毒液など）も 

対象。 

備品費 
消耗品に当たらない複数回使用でき

る機器類等。 

1点の価格が 1万円以上。 

 

※本体が申請事業の中で、複数回使用され 

る物であり、定例的な活動に使用するもの 

でないこと。 

※非対面型活動整備へのデジタルデバイス 

整備に必要な費用は、活動団体の定例的 

な活動に係る経費とみなされるため、補助 

金の対象外。 

謝礼金 
講演会や講座などの講師謝礼として

支払われるもの。 

原則として活動団体の構成員以外に支出す

るものが対象。 

 

※団体の構成員へ支払う場合には、第三者 

に対しても活動団体の定例的な活動費用 

(人件費、維持管理費など)ではないと区別 

できる透明性が求められる。 

施設使用料 イベントで使用する会場費用。 
料金が HP・パンフレット等で公開されている場

所であること。 

委託料 

イベント司会、看板・広報・印刷物の

作成、ポスターデザイン、WEB作成、

会場設営等の専門性の高い技術を

有する団体・個人に対して仕事を依

頼する委託行為への費用。 

開業届または登記を行っている事業者への

発注であること。 

 

講師の場合は構成員または主催団体関係者

は原則不可とし、主催団体とは異なる団体所

属者または個人であること。 

広報費 
印刷物へのイベント内容の掲載やポ

スティングを行った際の費用。 

開業届または登記を行っている事業者への

発注であること。 
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科目 概要 条件等 

通信運搬費 
切手代や郵便物の配布にかかる費

用。 

郵便文書、メール便の発送のみとする。 

 

※携帯電話・インターネット通信料は不可。 

レンタル料 
事業実施に必要な備品をレンタルす

る場合の費用。 

レンタル価格が確認できるもの。 

 

※個人所有の物品レンタルは不可。 

保険料 
イベント時の事故に備える保険料の

費用。 

イベントスタッフや参加者に関係する保険にの

み適用。 

会議費 
事業を進めるにあたって必要な部屋

代や講師のお茶などの飲料費用。 

部屋代・お茶代(講師用)のみを対象。 

 

※食事は不可(講師の昼食代などは常識の 

範囲で可)。 

印刷製本費 
会議資料の印刷や発行物の製本に

かかる費用。 

１万円を超える印刷製本作業については開業

届または登記を行っている事業者への発注で

あること。 

交通費 

事業活動で必要な交通費で公共交

通機関等を利用した費用。 

(ただし、経済的、合理的な経路で算

出された費用に限る。) 

料金は、ホームページやパンフレット等で確認

できるものであること。 

 

高速道路や有料道路料金は通行区間を明ら

かにすること(ガソリン代は含まない)。 

※個人へ報酬等を支払った場合、源泉徴収等を適切に行い、各種法定調書（源泉徴収票や支払調書な

ど）の作成についても責任をもって行ってください。 

 

 

（２） 注意事項 

①団体・グループの定例的な活動に係る経費は補助金の対象とはなりません。 

②補助金を受ける団体自体やその構成員の方への講師謝礼やガソリン代などの交通費の支給は、

第三者に対しても活動団体の定例的な活動費用(人件費、維持管理費など)ではないと区別でき

る透明性が求められます。必ず支出の前に、定例的な活動費用でないことを示す資料をご持参の

上、くらし人権課にご相談ください。 

③補助金を受ける団体自体やその構成員の方が営む事業所への発注した業務の代金が、市場価格

と比較して明らかに高額と認められる場合には、補助金交付の対象外とする場合があります。必

ず支出の前に、金額の妥当性を示す資料を持参の上、くらし人権課にご相談ください。 
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（３） 新型コロナウイルス感染防止のための諸費 

①非対面型活動整備へのデジタルデバイス整備費用について 

・インターネット環境整備については、原則補助対象となりません。ただし、第三者に対しても活

動団体の定例的な活動費用（人件費、維持管理費など）ではないと区別できる透明性があると判

断できれば対象となる場合もあります。 

・タブレット、イヤホン、ウェブカメラなどの備品については、活動団体の活動費用ではないと明

確に区別できる透明性がある場合で、なおかつ本体が申請事業の中で複数回使用されるもので

あれば対象となる場合があります。 

・申請事業の実施期間に、タブレット、イヤホン、ウェブカメラなどをレンタルすることができれ

ば、事業期間中のレンタル料を補助対象経費として計上することは可能です。 

②マスク、消毒液などの購入費用について 

・衛生面を徹底するためのマスク、消毒液などの物品については、使い切りとなるものであるた

め、消耗品費で支出することが可能です。 

 

 

（４） 補助金活用事業の記載 

事業の実施にあたり、ＰＲ用チラシ、プログラム、ポスター等を作成する場合は、多治見市ま

ちづくり活動補助金を活用した事業であることが分かるようにしてください。また、ハード事業

においては、完成した施設等にも、同様の文言を記載するようにしてください。 

 

 

（例）チラシ・パンフレット 

    

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

  

○○○○ 

◇ ・・・・・・・・・ 

◇ ・・・・・・・・・ 

◇ ・・・・・・・・・ 

        

この事業は、〇年度多治見市・・・ 

(例) 

「この事業は、〇年度多治見市まちづく

り活動補助金を活用しています。」 
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３ 領収書等の基準 

（１） 支払方法ごとの必要な提出書類 

事業報告に領収書等（写し）は必ず必要になります。領収書等のない支出や下記に該当しない支

払、下記の必要書類を用意できない場合は、補助対象経費として認めません。 

 

支払方法ごとの必要な提出書類 

支払方法 
必要書類 

事業者への支払 個人への支払 

 

現金 

 

・領収書またはレシート ・領収書 

クレジット 

カード 

 

キャッシュ

レス決済等 

・領収書またはレシート 

 

※使用するクレジットカードおよびキャ 

ッシュレス決済等は、団体の活動メン 

バーの名義のものに限る。 

※クレジットカードおよびキャッシュレ 

ス決済の利用明細書は、支出根拠書類 

として認めない。 

 

 

銀行振込 

 

 

・請求書 

（品名・数量・金額が記載されているもの） 

 

・領収書 

・領収書 

【インターネット等の通信販売を利用した場合】 

インターネット等の通信販売を利用した場合は、下記書類を提出してください。 

①領収書 

 ※必ず事業者に発行を依頼してください。 

②発注完了画面または発注完了メールを印刷したもの（品名・数量・金額が記載されていること） 

※発注者名が、申請団体名または団体代表者ではないものは、補助対象経費として認めません。 

※複数の商品やサービス等に対する支払で、領収書が１枚となる場合は、必ず品名・数量・金額が確認

できる明細書の発行を依頼し、添付をしてください。 

※領収書等のない支払は、補助対象経費として認められません。必ず、相手方に発行を依頼してくださ

い。 

※個人に報酬等を支払う場合は、直接本人に支払いを行うものとします。ただし、個人の行った業務が

法人等の主な事業内容であると明確に判断できる場合は、法人等を通じた支払いも認めます。 
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（２） 領収書等の記載必須事項 

下記事項が記載されていない領収書については、補助対象経費として認めません。 

①宛名 

 ※団体の正式名称であること 

 ※レシートの場合は、不要 

②日付 

③金額 

④但し書き 

※複数の商品やサービス等に対する支払で、領収書が１枚となる場合は、必ず品名・数量・金額

が確認できる明細書の発行を依頼し、添付をしてください。 

  ⑤受取人の住所、事業者名（氏名） 

   ※個人の場合は、記名＋押印または自署による署名 

⑥収入印紙（５万円以上の支払に係るもの） 

 ※５万円以上の支払いに係る領収書であっても、本体価格と消費税額の内訳表記があり、税抜き

価格が５万円に満たないものについては、収入印紙の貼付は不要です。 

 ※電子領収書の場合は、収入印紙は不要です。 

 

 

領収書の例 

 

 

 

① 
② 

③ 

④ 

⑤ ⑥ 



8 

４ 領収書等の提出方法 

（１） 領収書等の提出様式 

領収書等は、下記のとおり、分かりやすく整理して提出をしてください。 

①領収書等を、「領収書等貼付台帳」に貼付してください。 

②「支出内容一覧表」を作成してください。支出内容一覧表左上の領収書番号と領収書等貼付台帳

右上の領収書番号が一致するようにしてください。なお、１件に対する支払いで、複数の支出根

拠書類（請求書やレシートなど）がある場合は、「１－１」「１－２」「１－３」というように、

枝番を付してください。 

 

【領収書等貼付台帳】  

   

領収書等貼付台帳

【注意事項】

・右上の領収書番号が、支出内容一覧表に記載の領収書番号と一致するようにしてください。

・スティックタイプののりは、剥がれやすいため、水のりを使用して貼付してください。

・領収書等が重ならないように貼付してください。

領収書番号：＿＿＿＿＿領収書等

領収書等 領収書番号：＿＿＿＿＿

1 

2 

支出内容一覧表の 

「領収書番号」と 

一致させてください 

領収書等は 

水のりで 

貼り付けて 

ください 
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【支出内容一覧表】 

 

 

 

（２） 様式のダウンロード 

「領収書等貼付台帳」や「支出内容一覧表」のほか、各種様式については、下記からダウンロ

ードをお願いします。 

 

 

【多治見市公式ホームページ】 

ホーム ＞ 暮らし ＞ 市民活動支援 ＞ まちづくり活動補助事業 

 

https://www.city.tajimi.lg.jp/kurashi/shiminkatsudo/shien/machizukuri.html 

 

  

1 2 3 ・・・ 11 12

消耗品費 備品費 謝礼金 ・・・ 印刷製本費 交通費

1 4月10日 ホームセンターＡ 3,000

2 4月15日 Ａ広告企画株式会社 55,000

3 4月22日 ホームセンターＡ 5,000 3,000

4 5月5日 Ｂ商店 1,500

5 5月10日 Ａ企画株式会社

6 6月10日 Ａ事務所

7 8月10日 多治見　太郎 50,000

8 8月20日 Ａセンター

9 9月1日 Ａホール

10 9月15日 Ａ会館

11 9月30日 Ａデザイン株式会社 50,000

12 10月1日 Ａ広告株式会社 25,000

13 10月2日 Ａ設営株式会社

14 10月5日 Ａポスティング株式会社

15 10月18日 Ａ運輸株式会社

・

・

30 1月15日 A観光バス株式会社 13,500

合計 9,500 0 50,000 ・・・ 133,000 13,500

総合計 300,000

支出内容一覧表

領収証

番号
日付 支払先

金額・支出科目

https://www.city.tajimi.lg.jp/kurashi/shiminkatsudo/shien/machizukuri.html
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